
英検聴覚障害者特別措置を獲得するまで

松藤みどり（聴覚部一般教育等）

要旨：文部省認定実用英語技能検定は聴覚障害者に対して，平成６年度までは一般受験者と同一の試験方法

によって実施きれてきたが，聾学校関係者から“リスニング'，についての改善要求が出され，実施団体である

財団法人日本英語検定協会がそのありかたに検討を進めていくことになった。平成７年度に「聴覚障害者特別

措置要項」が初めて「内規」として定められ，各聾学校に配布された。今後も“リスニング”および“二次試

験，,改善方策の研究を続けることが明記され，聾学校の協力が要請されている。本レポートは，「特別措置」

内容を紹介するとともに，財団法人日本英語検定協会が「特別措置」を実施するに至るまでの聾学校の取り組

みを報告する。
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実施し，９名が４級に合格者したということである。

水戸聾学校の英検に対する取り組みは，聴覚障害第３５

巻６月号の山内絢子講師（現筑波技術短期大学講師）に

よる「聾学校における英語教育の実践」２)にも詳しく述

べられている。

水戸聾学校の取り組みは，他の聾学校へも影響を与え，

発表の翌年からざっそく英検を取り入れる聾学校が出て

きた。

(2)北海道高等聾学校

昭和55年に英検を採り入れ，１０名のうち１名が合格，

以後３回の試験で４級に計１０名の合格者を出していると，

昭和57年の全日本聾教育研究大会（北海道）で本田晃教

諭から報告があった3)。英検受験のために母校を訪れる

卒業生もいるとのことである。

平成７年度に北海道高等聾学校から筑波技術短期大学

に入学した５名のうち，３名が３級，２名が４級を取得

してきた。英検への取り組みが継続してなきれ，成果を

挙げてきたことがうかがえる。

(3)都立石神井聾学校

昭和55年から英検を取り入れ，３級にも合格者を出し

たことが昭和58年の全日本聾教育研究大会（千葉）で小

川美佐子教諭によって報告された（収録なし）。検定部

長が石神井聾学校の授業を参観し，聴覚障害者の英語学

習の困難な状況を認識して，３級の１次試験の合格者に

は２次試験（面接）で不合格になっても１次合格認定証

を発行するという約束が成立したという。このことにつ

いては，聴覚障害第41巻７月号に「聾学校における英語

科指導」４１と題して影山司教論による実践報告がある。

(4)筑波大学附属聾学校

英検を導入したのは昭和61年である。第１回の試験は

Ｉ．はじめに

財団法人日本英語検定協会（以下「検定協会」）によ

る文部省認定実用英語技能検定（以下「英検」）は昭和

38年から実施され，現在は年間3,400,000人近くが受験

し，社会的な評価の高い検定試験になっている。

聾学校による英検の取り組みは，昭和51年始まり，平

成５年度までに英検に参加した聾学校は，検定協会の調

べで34校にのぼった。筑波技術短期大学を含めると，聴

覚障害者を対象とした英検実施校は35校になり，検定協

会にとって，無視できない存在になってきた。

検定協会は平成７年に「聴覚障害者特別措置」として，

初めて聴覚障害者に配慮した基準を定めた。「特別措置」

の内容と，「特別措置」を獲得するに至るまでの経過を

報告することは，聴覚障害者教育関係者にとって意味が

あると考える。

Ⅱ聾学校における英検の歴史

英検に早くから取り組んできた４つの聾学校と筑波技

術短期大学の取り組みの様子について述べる。

(1)水戸聾学校

聾学校としては初めて昭和51年に英検を導入し，昭和

54年の全日本聾教育研究大会（大阪）で井上康善教諭が

「英検に挑戦して」’）と題してその成果を発表した。発

表によると，最初の受験は一般会場で一般の受験者と共

に行われたが，合格者は出なかった。聴覚障害者である

ため特別な配慮が必要であることを検定協会に訴え，２

回目からは受験者が少なくても聾学校を準会場とするこ

とができた。実施上の注意を手話通訳することや，集団

補聴器を用いてヒアリングテストを実施することが可能

になった。３回目の検定に際しては，放課後特別指導を

２０１筑波技術短期大学テクノレボートNｑ３Ｍａｒｃｈｌ９９６



このころから各聾学校で，英検に取り組みつつ，障害

に合ったより良い方法を検討してくれるよう，検定協会

に対する直接的な要請も始まったようである。

筆者も検定協会に対し，読話訓練の指導効果6)や，受

験した生徒のリスニングテストの受け止め方に対するア

ンケート調査結果7)等の具体的な資料を提出し，協会に

検討を要請した。

読話訓練の指導効果の研究では，聴覚に障害があって

も読話によって英語の聴解問題ができるように指導する

ことは可能であるが，同等の英語の学力を持つと見られ

る健聴者と同程度の成績を挙げるところまでは到達でき

ない。したがって，聴解問題の結果をそのまま健聴者と

同等に評価されるのであれば，聴覚障害者にとって不利

であるということが結論であった。

生徒のリスニングテストについてのアンケート調査研

究からは，生徒は普段の授業で補聴器を使い，手話の読

み取りや読話の他に，音も`情報源として話を聞いている

が，英語のリスニングは日本語の聞き取り，読み取りよ

り格段に困難であると感じられていること。それにもか

かわらず，練習の機会があれば取り組もうという意欲を

多数の者が持っていることがわかった。自由記述の回答

の中に，試験実施者に対する要求として，聞き取りと読

話をし易くすること，手話をつけることなどがあり，協

会に対して出題上の配慮の要求，指導者に対して訓練の

実施の要求があった。

石神井聾学校に出向き，合同受験した。４級を受験した

17名のうち，１４名が合格した。第２回からは自校で実施

し，６２年に５級ができてからは，第１回と第２回は高等

部で，第３回（４級と５級のみ）は中学部で実施してい

る。３級の二次試験には，２年間合格者を出すことがで

きなかったが，昭和63年の第１回に二次試験受験者４名

のうち２名が初めて合格し，その後は受験者の７－１０割

が合格するようになった。学年全体の３－４割が３級を

取得して高等部を卒業している5)。平成５年第２回に高

等部３年生が初めて２級に合格し，学年対応の学力をつ

けた生徒の存在を証明した形になった。続いて平成６年

第２回に高等部２年生が２級に合格し，聾学校で学ぶ生

徒の英語力獲得の可能性を更に示すことができた。

(5)筑波技術短期大学

平成２年に学生を受け入れて以来，英検の受験を奨励

し，準会場として試験を実施しているが，受験者は比較

的少ない。入学前にすでに級を取得している学生が多く，

入学後は英語に対する意欲があまり高くないことが原因

と考えられる。平成７年の入学生については16名が４級

を取得，１４名が３級を取得してきた。このうち聾学校出

身者は25名で，取得率は78.1％，普通高校出身者は５名

で，２６．３％である。普通校出身者の中には「英検」の存

在を知らなかった者や，知っていても初めから受験を諦

めていた者もいる。

Ⅲ．聴覚障害者の弱点

松藤は筑波大学附属聾学校の昭和62年第１回から平成

３年第１回までの３級受験者のべ172名の問題別正答率

を合格者51名，不合格者121名に分けて集計し，生徒の

弱点を分析した5)。その結果，聴覚障害者は発音，アク

セント，ヒアリングの項目において，著しく正答率が低

いことがわかった。

文部省が平成元年に告示した改訂版「高等学校学習指

導要領」でオーラル・コミュニケーションの重要`性が示

された。「聞くこと」「話すこと」が今まで以上に重視さ

れる状況の中で，文部省認定の英検が，リスニングを重

視することは当然である。英検の問題形式は平成５年度

に大きく変わり，一次試験において従来２，３，４級と

もに出題きれていた筆記による発音とアクセントの問題

がなくなり，ヒアリングテストがリスニングテストとな

り，問題の分量が増え，形式も新しいものが含まれるよ

うになった。３級では従来75点満点のうちヒアリングテ

ストは15点であったが，平成５年度からは25点をリスニ

ングテストが占めるようになり，実施時間も15分から２０

分にのびた。聴覚障害者にとって，状況はますます不利

になってきた。

Ⅳ、検定協会からの働き掛け

英検を実施している財団法人日本英語検定協会は，平

成６年７月に「基礎研究センター」を発足させ，聴覚障

害を持つ受験者に対する「特別措置」を検討し始めた。

聾学校の英検参加が増加し，３級以上の合格に必要な二

次試験受験希望者も増加してきたからである。協会によ

れば，聴覚障害者の登録団体は平成６年６月１日現在で

次の35団体である。

①北海道高等聾学校②宮城県立聾学校③山形聾学

校④水戸聾学校⑤栃木聾学校⑥大宮聾学校⑦筑

波大学附属聾学校⑧館山聾学校⑨品川聾学校⑩大

田聾学校⑪大塚聾学校⑫石神井戸聾学校⑬立川聾

学校⑭足立聾学校⑮綾瀬聾学校⑯江東聾学校⑰

横浜市立聾学校⑱平塚聾学校⑲新潟聾学校⑳石川

県立聾学校⑪長野聾学校⑳静岡聾学校⑳沼津聾学

校⑭名古屋聾学校⑮一宮聾学校⑳岡崎聾学校⑰

滋賀県立聾話学校⑳京都府立聾学校⑳堺聾学校⑳

神戸聾学校⑪松江聾学校⑫熊本聾学校⑬大分県立

聾学校⑭鹿児島聾学校⑮筑波技術短期大学

基礎研究センターは，聴覚障害を有する受験者につい

筑波技術短期大学テクノレボートNｑ３Ｍａｒｃｈｌ９９６２０２



て，－次試験の「リスニング」および二次試験の「リー

ディング」「クエスチョン＆アンサー」をどのように工

夫すれば，聴覚障害受験者の実情にマッチした実施形態

がとれるのかを検討していること。現在の「読解力」

「聴解力」「読解力」「応答力」の４技能を審査基準とし

ている技能検定の柱を大幅に変更することなく，かつ受

験者の実情に見合った検定として，改善を図る所存であ

ることを明記した文書を，英検を実施している聾学校の

校長宛に配布し，英検担当者に対するアンケート調査へ

の協力を依頼した。

アンケートは(1)－次試験のリスニングの実施状況(2)リ

スニングの改善提案(3)二次試験について現在の受験の

実情(4)リーディングの改善案提案(5)応答についての

改善案提案の５項目からなり，その他として全般的な意

見を述べる欄も設けてあった。アンケートの回答は９月

末までに28校.３４人から寄せられたとのことである。

(1)と(2)のリスニングについては，①どれだけ自分の力

で消化できるか認識させるために，あくまでも読話だけ

で受験きせたい。②ビデオに指文字やテロップを付けた

のを放送してほしい。③リスニング免除も考えて欲しい。

などがあった。

(3)現在の二次試験受験の実情は，①希望者は二次試験

も受けさせている。②一次試験でやめている。③二次試

験のない４級，５級だけを受験している。であった。

(4)リーディングの改善案として，①現行どおり，読ま

せて評価する。②筆記試験のでき具合から，みなし評価

をする。③音読か，筆記か，障害の程度で選択する。な

どが提案された。

(5)応答についての改善提案には，①質問はカードを見

せ，応答は書かせる。が大多数で，この他②現行どおり，

読話・口話で行う。③質問は読話，応答は書かせる。④

質問はカードを見せ，応答は言わせる。などがあった。

他に自由記述の全般的な意見として次のような意見が

紹介された。

◎聴覚障害者にとって健聴者と同様の試験に挑戦でき

ることは学習の大きな励みになるので，基本的には同一

方法で受験きせることも大切。しかし「聞く」「話す」

に相当な困難があるので，部分的には特別な配慮もやむ

をえない。

。－次試験をパスするだけの理解力があれば，二次試

験でカード形式や代替テストを行ってもコミュニケーショ

ン能力を否定することにはならない。聞こえなければ筆

談で相手に伝えるものコミュニケーションである。

◎オーラルコミュニケーションは，書く言語と置き換

えるべきではない。読話という受容方法は音声言語の一

環とみなすものである。聴覚障害者のコミュニケーショ

ンモードの特`性を踏まえて実施すれば，聾学校の英語教

育の成果が発揮でき，障害者の人権を尊重することでも

ある。聴覚障害者のコミュニケーション特`性を心得た試

験官の配置による実施で対応してほしい。

アンケート調査と平行して，基礎研究センターは，筑

波大学附属聾学校，都立石神井聾学校，名古屋聾学校，

京都聾学校，堺聾学校，神戸聾学校を歴訪し，各聾学校

での英検実施状況について情報を収集した。基礎研究セ

ンターは英語の手話の使用も考えたが，地域や学校によっ

て手話に対する考え方が違うことや，英語の手話が思っ

たほど普及していないことがわかって，認識を新たにし

たようである。

平成７年１月には「公聴会」として，文部省から２名，

全国聾学校校長会から２名，筑波技術短期大学から２名，

聾学校から２名，合計８名が召集され，英検側から専務

理事，常務理事を含む９名が一同に会し，アンケートの

結果と英検が準備した「聴覚障害者特別措置」の原案を

基に意見の交換を行った。

Ｖ，平成７年度の特別措匝の内容

平成７年度第１回の英検の申込書類と一緒に，初めて

（内規）として「聴覚障害者特別措置要項」が送られて

きた。特別措置の内容は次のとおりである。

(1)一次試験の特別措置

一次試験では，障害の特性を理解する試験官（聾学校

の先生等）の配置を行い，“リスニング”で『読話によ

る問題提示』を行う。

☆“リスニング”は協会が用意する「読み上げ原稿」

によって教室監督者が読み上げる。

☆読み上げ回数は，１～２級は２回，準２級は前半２

回・後半３回，３～４級は３回とし，標準の試験時間は

一般受験者の２．０倍とする。（一般志願者の場合は１

－２級は１回，準２級は前半1回・後半２回，３－４級

は２回放送される）

(2)二次試験の特別措置

二次試験では，障害者の特性を理解している試験官

（聾学校の先生等）を配置して実施する。なお，二次試

験を受験しない志願者，あるいは二次不合格になった志

願者には，希望により『一次合格証明書』を発行する。

①リーデイング

ー般受験者と同様に重視するが，評価は『原文の内容

を理解して読んでいるかどうか』に主眼をおいて行うも

のとする。

②質問応答

１)質問提示
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て実施した。３級を受験した４名が，二次試験を受ける

ことになった。二次試験は７月16日に実施され，学生は

夏休みに入っているので，帰省先で受験することになっ

た。協会と相談の上，千葉県と東京都の学生は，筑波大

学附属聾学校と同じく市川市で，兵庫県尼崎市の学生は

大阪府堺市で，静岡県浜松市の学生は名古屋市で受験す

ることになった。兵庫県と静岡県では適当な面接官が見

つからなかったためである。結果は２名合格，１名不合

格，１名棄権であった。

第２回は，準２級，３級合わせて９名が申し込んだ。

県内の普通高校１年在学生１名も受験を希望したので，

準会場として受け入れた。１名が準２級，高校生も含め

て３名が３級の二次試験を受けることになり，今度は全

員が地元の土浦市で受験することになった。

検定協会からの依頼で，松藤が面接官を務めることに

なり，土浦会場で一般受験者を面接する十数名の面接委

員の－人として，初めてこの仕事を引き受けた。普通の

手引き書の他に，聴覚障害者特別措置に基づく詳しい評

価基準の冊子も用意された。内容を対比すると別記のと

おりである。

午前中は準２級の受験者18名の面接を行い，筑波技術

短期大学の学生はその中程で面接したが，質疑応答の部

分は筆者が担当した受験者の中でもよくできたほうであっ

た。午後は25名の受験生の中で３名の聴覚障害者を続け

て面接した。受験者全体の中で，平均的な成績であった

のではないかと思われる。

質問提示は，読み上げられる質問を受験者が読話で読

み取るものとする。

☆ゆっくり，区切りを明確に発問する。

☆聞き返しは３回まで認める。ただし，１回聞き返し

は減点しないが，２回聞き返しの場合の評価は『４』以

下とする。（一般の志願者の場合は1回でも聞き返した

ら減点となり，２回では質問は打切りとなっている）

２)応答方法

受験者は，一般受験者と同様に口話で応答する。☆

評価については，『質問の意味を理解して応答している

かどうか』に主眼をおいて行うものとする。

(3)一般試験会場

①公開会場→一次試験会場は原則として各県に１カ所

設置するが，試験実施方法が一般志願者と異なるので，

別室で受験するものとする。なお，二次試験会場は，受

験者の希望する受験地の中の当協会が指定する会場で受

験するものとする。

②準会場→協会が指定する公開会場とは別に，申込団

体が自校を準会場として実施することができる。（申込

責任者の責任で実施）。この場合は通常の“準会場実

施規定”とは別に人数の多少にかかわらず，開設を可と

する。ただし，１級・準１級については，準会場では実

施できない。

さらに協会としての今後の対応として今後次のような

研究に着手することが表明きれた。

①一次試験においては，“聞く（リスニング)，，につい

て“筆記試験による代替'，または“別媒体（視覚的な）

による代替，,が可能かどうかの検証

②二次試験においては，“会話する（質問応答),，につ

いて“視覚的補助（質問カードへの置き換え)”および

“筆記解答による代替措置，，が可能かどうかの検証

Ⅶ．おわりに

聴覚障害教育とは直接関係のない日本英語検定協会が，

聴覚障害者のために特別措置のありかたを研究し，今後

も研究を続ける意向を表明していることは誠に喜ばしい。

今までの経過の中で検定協会が本当に誠意をもってこの

ことに取り組んでくれたことを大変ありがたく思う。今

年度の方法が，必､ずしもベストではないが，今後もわれ

われ教育現場の意見をとり上げて，よりよいやり方を検

討して下きることを期待する。

Ⅵ、平成７年度筑波技術短期大学の英検

平成７年度第1回は，準２級，３級，４級合わせて１０

名が申込み，－次試験は筑波技術短期大学を準会場とし
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'よおおいに気を良くしたものである。

聴覚障害や視覚障害の学生の存在や努力の様子を地域

の一般高等学校の先生方が知り，心に留めて持ち帰って

下さることは，何らかの良い波及効果があるかもしれな

いと思う。また，聴覚部の学生の英語力を視覚部の学生

並に引き上げることも今後の課題として考えなければな

らない。

また全国の聾学校をはじめ，難聴学級や普通中学，普通

高校に学んでいる聴覚障害の生徒たちにもぜひこの「特

別措置」の存在を知って「英検」の取得を英語学習の目

標の一つにして欲しい。

余談ではあるが，筆者が面接官を務めた同じ会場で，

筑波技術短期大学の視覚部の学生２名が別の面接官によっ

て２級の面接試験を受験した。全ての試験が終了したあ

と，その面接官から，視覚障害の学生は黙読のスピード

がやや遅いものの発音が極めて美しいこと，質問に対す

る応答が素早いこと，内容のまとめかたが非常にうまい

こと等を褒められ，直接の指導者ではなかったが，筆者

（一般の場合）

１．音読の評価

●指示したPassageの音読を聞いて，その内容を自然

さ，ポイントとなる単語の発音の正しざから総合的に評

価します。

（聴覚障害者の場合）

１．音読の評価

●指示したPassageの音読を聞いて，その内容を

充分に伝えているか否かを，音声全体の英語らしい

自然さから総合的に評価します。
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評価項目・方法

文全体の
「

「 強勢・リズム 」
「

発音」を総合して判定する。

区切り 」 と ， 個々の単語の

評価項目・方法

文全体の 「姿勢・リズム 」
「 区切り 」 に重点をおいて評価

する。聴覚障害者の場合には，一般に発語に難点があるの

で，下記の要件を評価基準とする。

評点 評価基準

５
評価項目のすべてを満たしている。読み方がきわめ

て自然で，原文の内容を正確に伝えることができる。

４

評価項目に－，二不満があるが，読み方に不自然さ

を感じさせず，原文をほぼ正確に伝えることができ
ろ ◎

３

評価項目に－，二不満がある，または読み方に不自

然なところがあるが，なんとか音読ができ，原文の

内容を一応伝えることができる。

２

全体的に読み方が不自然であり，しばしば簡単な単

語にもつかえ，原文の内容をわずかしか伝えられな
し。 。

１
沈黙したり，つかえたりすることが多く，原文を伝

えることができない。

評点 評価基準

５

「

「

強勢・リズム 」
「 イントネーション 」

「 区切り 」

発音」のすべてについて申し分ない。極めて自然

な読み方で，原文の内容を正確に伝えることができ
ろ 。

４

「 強勢・リズム 」
「 区切り 」 にやや不満があるが，

読み方に不自然さを感じさせず，原文をほぼ正確に

伝えることができる ◎

３

読み方に不自然なところがあるが，原文を理解して

読んでいると判断できる。音読が明瞭ではないが，

原文と比較対照できる。

２

しばしば簡単な単語にもつかえるなど，全体的に読

み方が不自然である。「区切り」も不自然で，原文

の内容をわずかしか伝えられない。音読と原文が比

較対照できない。

１ 沈黙したり，つかえたりすることが多く，原文を伝
えることができない。



（一般の場合）

２．応答の評価

●指示したPassageに関する各質問に対して，質問の

内容を理解し，その答えを十分に伝えているか否かを，

内容の正しさ，音声表現の英語らしい自然さなどから総

合的に評価します。

（聴覚障害者の場合）

２．応答の評価

●指示したPassageに関する各質問に対して，質問の

内容を正確に読み取り，適切に対応をしているか否かを，

評価します。

３．聞き返しについて

●受験者からの聞き返し

“Pardon,，などへの対応は，

3．聞き返しについて

●受験者からの聞き返し“Ibegyourpardon?，，，

"Pardon"などへの対応は，次のとおりとします。

“Ｉｂｅｇｙｏｕｒｐａｒｄｏｎ?，'，

次のとおりとします。
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評価項目・方法

応答の「内容

を総合し， 「

」
「 反応の自然さ 」

「音声 」
「文法・語法

内容」に重点をおいて判定する。

」

評価項目・方法

応答の「内容」に重点をおいて，「反応の自然さ
●

」
「 文法

語法」から判定する。聴覚障害者の場合は，一般に発語

に難点があるので，下記の要件を評価基準とする。

評点 評価基準

５
質問の意味を十分に理解した適切な内容であり，そ

れ以外の項目も自然で正確である。

４
質問の意味を理解した内容である。それ以外の項目

に￣， 二不満があるが，ほぼ自然で正確である。

３

質問の意味をほぼ理解した内容である。それ以外の

項目に，二，三不満がある，または，不自然，不正

確なところがあるが，一応質問に対する答えになっ

ている。

２
応答はするが，内容が不適切である（質問に関連し

た答えではある力、答えの内容として適切ではない。）

１
応答はするが，質問とは無関係の内容である，また

はまった〈答えられない。

評点 評価基準

５
質問を十分に理解した適切な内容であり，音声も自

然である（健聴者と同等に自然に発語している。）

４

質問を十分に理解した適切な内容であるが発語が不

自然である。または，応答の内容にやや不正確な点

がある。または反応にやや不満な点がある。

３
応答内容に不正確な点があるが，一応質問に対する

答えになっている。

２
質問に関連した応答であるが，答えの内容として適

切ではない。

１
応答はするが，質問とは無関係の内容である。また

は全く答えられない。

聞き返しの状況 対応 評価

①質問後15秒たって

も返答（応答または

聞き返し）がない

1度だけ質問

を繰り返す

正答でも４も

以下とする

②質問に対して１度

または２度聞き返す

そのつど質問

を繰り返す

正答でも４以

下とする

③１つの質問に対し

て３度聞き返す

質問は打ち切

り，次へ進む
１とする

聞き返しの状況 対応 評価

①質問後15秒たって

も返答がない

1度だけ質問

を繰り返す
減点しない

②質問に対して１度

聞き返す

1度だけ質問

を繰り返す
減点しない

③質問に対して２度

または３度聞き返す

そのつど質問

を繰り返す

正答でも評価

は４以下

④１つの質問に対し

て４度聞き返す

質問を打ち切

り，次へ進む

評価は１とす

る


